
注意事項など伊達市都市住宅課申請者

◆補助の対象になる条件を満たして
いるかどうかの確認をします。条件
については、別紙の補助対象確認
チェックシートをご確認ください。

◆交付申請に必要な書類は、別紙の
提出書類チェックシート①をご確認
ください。

（郵送提出可）
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◆変更申請に必要な書類は、別紙の
提出書類チェックシート②をご確認
ください。

【変更等承認申請受付期間】
交付決定通知書到着後 ～

令和７年３月３日（月）

◆除却工事の契約・工事・支払は
令和７年2月2８日（金）までに完了
してください。

※補助金交付決定は受付期間終了後
から１か月程度を要しますので、工
事代金支払いなどと前後する場合が
あります。
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◆実績報告に必要な書類は、別紙の
提出書類チェックシート②をご確認
ください。

（郵送提出可）

受け取った書類は５年間、
大切に保管してください。
（交付決定通知書を含む）
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伊達市空き家除却費補助金の
申請から交付までの流れ

事前相談 相談受付

条件確認

補助金交付申請

確認・審査

※申請者多数となり
予算額を超えた場合、
選考を行う可能性が
あります。

補助金交付
決定通知書 受取

除却工事契約締結
工事開始

除却工事完了
工事代金支払

実績報告書 提出 実績報告 受付

確認・審査補助金交付額
確定通知書 受取

補助金交付

変更等承認申請 変更等承認申請 受付

確認・審査変更指令書 受取

申請内容に
変更が生じた場合

交付申請 受付


